
証券コード：7441

69
2024/4/1 - 2025/3/31
MISUMI CO.,LTD.

株式会社Misumi
第69期 定時株主総会招集ご通知

日時 2025年６月20日（金曜日）
午前10時

場所 鹿児島市卸本町７番地20
当社本社 １階ホール

議決権行使期限
2025年６月19日（木曜日） 午後5時30分まで

決議事項 目次

第１号議案 剰余金の処分の件

第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）
５名選任の件

第３号議案 監査等委員である取締役５名選任の件

第４号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

第69期定時株主総会招集ご通知�������� 1

株主総会参考書類��������������� 3

事業報告������������������� 12

連結計算書類����������������� 27

計算書類������������������� 30

監査報告書������������������ 33

交付書面省略事項��������������� 39

2025年05月20日 16時31分 $FOLDER; 1ページ （Tess 1.50(64) 20250213_01）



― 1 ―

2025年６月４日

株 主 各 位
（証券コード7441）

鹿 児 島 市 卸 本 町 ７ 番 地 20
株式会社 Ｍ ｉ ｓ ｕ ｍ ｉ
代表取締役社長 平 田 慶 介

第69期定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、当社第69期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申し上げます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイ

トに「第69期定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。

[ 当社ウェブサイト ] https://kk-misumi.jp/meeting

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。

[ 福証ウェブサイト ] https://www.fse.or.jp/listed/search.php

（上記ウェブサイトにアクセスして、当社名または証券コード（7441）を入力・検索し、「詳
細情報」を選択のうえ、「株主総会招集通知」欄からご覧ください。）

なお、当日ご出席されない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手
数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討くださいまして、同封の議決権行
使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2025年６月19日（木曜日）午後５時30分ま
でに到着するようご送付くださいますようお願い申し上げます。

敬 具
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記
1. 日 時 2025年６月20日（金曜日）午前10時
2. 場 所 鹿児島市卸本町７番地20

当社本社 １階ホール
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

3. 株主総会の目的事項
報 告 事 項 第69期（2024年４月１日から2025年３月31日まで）

事業報告、連結計算書類、計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員
会の連結計算書類監査結果報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
第３号議案 監査等委員である取締役５名選任の件
第４号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
● 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。
● 議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものと
して取り扱わせていただきます。

● 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、前記の各ウェブサイトにおいてその旨、修正前及
び修正後の事項を掲載いたします。

● 電子提供措置事項につきましては、前記の各ウェブサイトにアクセスのうえご確認いただく
ことを原則とし、基準日までに書面交付請求をいただいた株主様に限り書面でお送りすること
としておりますが、本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提
供措置事項を記載した書面をお送りいたします。また、電子提供措置事項のうち、事業報告の
「業務の適正を確保するための体制等の整備に関する事項」、連結計算書類の「連結注記表」及
び計算書類の「個別注記表」につきましては、法令及び当社定款の規定に基づき、お送りする
書面には記載しておりません。なお、監査等委員会及び会計監査人は上記の事項を含む監査対
象書類を監査しております。

● 本株主総会の運営に変更が生じる場合は、当社ウェブサイトにてお知らせいたします。
https://kk-misumi.jp/investor
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株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案 剰余金の処分の件
第69期の期末配当につきましては、当期の業績その他諸般の状況を勘案しまして、以下

のとおりといたしたいと存じます。

１ 配当財産の種類
金銭といたします。

２
株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額
当社普通株式１株当たりの配当金を25円といたしたいと存じます。
なお、この場合の配当総額は、142,883,350円となります。
また、当期は１株当たり25円の中間配当金を既にお支払いいたしておりますの

で、これを合わせた年間配当金は１株当たり50円となります。

３ 剰余金の配当が効力を生じる日
2025年６月23日といたしたいと存じます。
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第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
当社の現在の取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）４

名は、本総会終結のときをもって全員任期満了となります。また、現任取締役の上村俊一郎
氏は本総会終結の時をもって退任いたします。つきましては、経営体制の一層の強化を図る
ため、新任の取締役候補者２名を含む取締役５名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関して、監査等委員会において検討がなされましたが、意見はございませ

んでした。
取締役候補者は、次のとおりであります。

【参考】 取締役候補者一覧
候補者
番 号 氏 名 現在の当社における地位 取締役会

出席状況
在任年数

（本総会終結時）

１ 再任
おか つね のり

岡 恒 憲
当社代表取締役
グループＣＥＯ

17/17回
（100.0％） 24年

２ 再任
ひら た けい すけ

平 田 慶 介 当社代表取締役社長 17/17回
（100.0％） 5年

３ 再任
まと ば かつ ひこ

的 場 勝 彦
当社取締役常務執行役員
第二事業本部長

16/17回
（94.1％） 3年

４ 新任
いま ばやし とし ひと

今 林 俊 人
当社常務執行役員
サポート本部長 ― ―

５ 新任
ひ だか かず と

日 髙 和 人
当社常務執行役員
第一事業本部長 ― ―

（注） 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2025年05月20日 16時31分 $FOLDER; 5ページ （Tess 1.50(64) 20250213_01）



― 5 ―

候補者番号 氏名・生年月日・現職 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

１
再任

岡
おか

恒
つね

憲
のり

1955年１月24日生

当社代表取締役
グループＣＥＯ

1978年４月 日本石油株式会社（現ＥＮＥＯＳ株式会社）
入社

2001年４月 当社 入社
当社 鹿児島支店長

2001年６月 当社 取締役鹿児島支店長
2001年９月 当社 取締役サポート本部長
2006年７月 当社 代表取締役専務取締役
2009年６月 当社 代表取締役社長
2022年４月 当社 代表取締役グループＣＥＯ（現任）

所有する当社株式数 34,505株

２
再任

平
ひら

田
た
慶
けい

介
すけ

1961年11月10日生

当社代表取締役社長

1986年４月 三菱石油株式会社（現ＥＮＥＯＳ株式会社）
入社

2014年４月 ＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社（現ＥＮ
ＥＯＳ株式会社）東北支店長

2017年４月 ＪＸＴＧエネルギー株式会社（現ＥＮＥＯ
Ｓ株式会社）執行役員産業エネルギー部長

2020年４月 当社 入社
当社 専務執行役員サポート本部長

2020年６月 当社 取締役専務執行役員サポート本部長
2021年６月 当社 取締役専務執行役員第一事業本部長
2022年４月 当社 代表取締役社長（現任）

所有する当社株式数 1,341株
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候補者番号 氏名・生年月日・現職 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

３
再任

的
まと

場
ば
勝
かつ

彦
ひこ

1961年11月８日生

当社取締役常務執行役員
第二事業本部長

1984年４月 当社 入社
2013年４月 当社 カルチャー事業部長
2015年４月 当社 鹿児島支店長
2018年４月 当社 都城支店長
2021年４月 当社 執行役員都城支店長
2022年４月 当社 常務執行役員第二事業本部長
2022年６月 当社 取締役常務執行役員第二事業本部長

（現任）

所有する当社株式数 1,446株

４
新任

今
いま

林
ばやし

俊
とし

人
ひと

1962年４月30日生

当社常務執行役員
サポート本部長

1986年４月 当社 入社
2011年10月 当社 水事業部長
2018年４月 当社 熊本支店長
2021年４月 当社 石油事業部 次長
2022年４月 当社 執行役員サポート本部長
2025年４月 当社 常務執行役員サポート本部長（現任）

所有する当社株式数 1,354株

５
新任

日
ひ
髙
だか

和
かず

人
と

1962年10月11日生

当社常務執行役員
第一事業本部長

1988年４月 当社 入社
2007年10月 当社 オプシア事業部 支配人
2012年４月 当社 オプシア事業部長
2015年４月 当社 宮崎支店長
2017年４月 当社 執行役員カルチャー事業部長
2019年４月 当社 執行役員オプシア事業部長
2025年４月 当社 常務執行役員第一事業本部長（現任）

所有する当社株式数 600株
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第３号議案 監査等委員である取締役５名選任の件
当社の現在の監査等委員である取締役５名は、本総会終結のときをもって全員任期満了と

なります。つきましては、改めて監査等委員である取締役５名の選任をお願いするものであ
ります。
なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。また、監査等委員で

ある取締役各氏において検討がなされましたが、意見はございませんでした。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

【参考】 監査等委員である取締役候補者一覧

候補者
番 号 氏 名 現在の当社における地位

取 締 役 会
監査等委員会
出 席 状 況

在任年数
（本総会終結時）

１ 再任

常勤

すえ よし しげ き

末 吉 茂 樹 当社取締役(監査等委員)
取締役会
17/17回（100.0%）
監査等委員会
6/6回（100.0％）

4年

２ 再任

常勤

いま だ かず たか

今 田 和 孝 当社取締役(監査等委員)
取締役会
17/17回（100.0%）
監査等委員会
6/6回（100.0％）

3年

３
再任

社外

独立

かみ かわ よう いち

神 川 洋 一 当社取締役(監査等委員)
取締役会
17/17回（100.0%）
監査等委員会
6/6回（100.0％）

6年

４ 再任

社外

ひがし せいさぶろう

東 清三郎 当社取締役(監査等委員)
取締役会
15/17回（88.2%）
監査等委員会
5/6回（83.3％）

4年

５ 再任

社外

みや ざわ あきら

宮 澤 章 当社取締役(監査等委員)
取締役会
17/17回（100.0%）
監査等委員会
6/6回（100.0％）

3年
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候補者番号 氏名・生年月日・現職 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

１
再任

末
すえ

吉
よし

茂
しげ

樹
き

1957年２月１日生

当社取締役(監査等委員)

1980年４月 当社 入社
2001年４月 当社 総務グループリーダー
2005年６月 当社 執行役員総務・人事グループリーダー
2006年10月 当社 執行役員サポート本部長
2015年４月 当社 執行役員カルチャー事業部長
2017年４月 当社 サポート本部部付部長
2020年４月 当社 秘書室長
2021年６月 当社 取締役（監査等委員）（現任）

所有する当社株式数 2,648株

２
再任

今
いま

田
だ
和
かず

孝
たか

1961年３月４日生

当社取締役(監査等委員)

1994年２月 当社 入社
2013年４月 当社 経理部長
2015年４月 当社 サポート本部長兼経理部長
2017年４月 当社 執行役員サポート本部長兼経理部長
2020年４月 当社 執行役員サポート副本部長兼経理部長
2021年６月 当社 執行役員サポート本部長兼経理部長
2022年４月 当社 サポート本部顧問
2022年６月 当社 取締役（監査等委員）（現任）

所有する当社株式数 846株
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候補者番号 氏名・生年月日・現職 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

３
再任

神
かみ

川
かわ

洋
よう

一
いち

1963年４月26日生

当社取締役(監査等委員)

1997年４月 弁護士開業
1999年10月 照国総合法律事務所（現弁護士法人照国総

合事務所）入所
2016年４月 九州弁護士連合会 民事介入暴力対策委員

会 委員長
2016年６月 弁護士法人照国総合事務所 代表弁護士
2019年４月 鹿児島県弁護士会 民事介入暴力対策委員

会 委員長
2019年６月 当社 社外取締役（監査等委員）（現任）
2022年４月 鹿児島県弁護士会 会長
2025年１月 神川洋一法律事務所開設（現任）

所有する当社株式数 0株

４
再任

東
ひがし

清三
せいさぶ

郎
ろう

1956年９月11日生

当社取締役(監査等委員)

1975年４月 株式会社鹿児島銀行 入行
2009年６月 株式会社鹿児島銀行 取締役本店営業部長
2011年６月 株式会社鹿児島銀行 取締役宮崎支店長
2014年６月 株式会社鹿児島銀行 常務取締役宮崎支店長
2015年６月 城山観光株式会社 代表取締役社長

株式会社モリナガ 代表取締役社長
2016年６月 株式会社鹿児島放送 社外取締役
2018年７月 株式会社千日１・４開発 取締役
2020年８月 株式会社千日１・４開発 代表取締役会長
2020年12月 南国交通株式会社 社外監査役
2021年６月 当社 社外取締役（監査等委員）（現任）
2023年６月 城山観光株式会社 代表取締役会長
2024年６月 城山観光株式会社 取締役会長（現任）

所有する当社株式数 0株
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候補者番号 氏名・生年月日・現職 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

５
再任

宮
みや

澤
ざわ

章
あきら

1965年９月６日生

当社取締役(監査等委員)

1990年４月 三菱石油株式会社（現ＥＮＥＯＳ株式会社）
入社

2016年４月 ＪＸホールディングス株式会社（現ＥＮＥ
ＯＳホールディングス株式会社）企画２部
長

2017年４月 ＪＸＴＧホールディングス株式会社（現Ｅ
ＮＥＯＳホールディングス株式会社）事業
企画部長

2018年４月 ＪＸＴＧエネルギー株式会社（現ＥＮＥＯ
Ｓ株式会社）堺製油所長

2020年６月 ＥＮＥＯＳ株式会社 執行役員製造部長
2021年４月 ＥＮＥＯＳ株式会社 執行役員大分製油所長
2022年４月 ＥＮＥＯＳ喜入基地株式会社 代表取締役社

長（現任）
2022年６月 当社 社外取締役（監査等委員）（現任）

所有する当社株式数 0株

（注）１．宮澤章氏はＥＮＥＯＳ喜入基地株式会社の代表取締役社長を兼務しており、当社は同社との間に
商品販売等の取引があります。
２．神川洋一氏、東清三郎氏、宮澤章氏は社外取締役候補者であります。神川洋一氏は社外取締役と
なること以外の方法で直接企業の経営に関与された経験はありませんが、企業法務分野での実務経
験及び幅広い見識が当社のコーポレートガバナンスの強化に資すると判断して、東清三郎氏は金融
やサービス業を中心とした実務経験と幅広い見識を当社の経営に活かしていただくため、宮澤章氏
はエネルギー分野を中心とした実務経験と幅広い見識を当社の経営に活かしていただくため、引き
続き監査等委員である社外取締役候補者として選任をお願いするものであり、独立した立場による
経営全般の監督や、それぞれの経験や見識に基づく助言等を期待するものであります。
３．神川洋一氏、東清三郎氏、宮澤章氏は、当社の監査等委員である社外取締役でありますが、監査
等委員である社外取締役としての在任期間は、神川洋一氏は本定時株主総会終結の時をもって６年、
東清三郎氏は本定時株主総会終結の時をもって４年、宮澤章氏は本定時株主総会終結の時をもって
３年となります。
４．神川洋一氏につきましては、福岡証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。同氏の
再任が承認された場合には、引き続き独立役員として同証券取引所に届け出る予定であります。

2025年05月20日 16時31分 $FOLDER; 11ページ （Tess 1.50(64) 20250213_01）



― 11 ―

第４号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
本総会終結の時をもって、任期満了により取締役を退任されます上村俊一郎氏に対し、そ

の在任中の功労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈
することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会にご一任願いたいと存じ
ます。
なお、退職慰労金については、取締役として当社グループの発展、企業価値の向上に尽力

したため贈呈するものであり、その金額は、当社役員退職慰労金規程に定める基準により役
位、在任年数等に応じて算定するものであるため、相当であると判断しております。
退任取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名 略歴

上
うえ

村
むら

俊
しゅん
一
いち
郎
ろう

2007年６月 当社 取締役外食事業部長
2009年９月 当社 取締役ＳＳ事業部（現カーライフ事業部）長
2012年４月 当社 取締役執行役員ＳＳ事業部（現カーライフ事業部）長
2015年４月 当社 取締役
2022年４月 当社 取締役常務執行役員第一事業本部長
2025年４月 当社 取締役（現任）

以 上
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売上高

623 億 67 百万円 前期比 2.8 ％増

営業利益

8 億 8 百万円

経常利益

13 億 42 百万円

親会社株主に帰属する当期純利益

10 億 37 百万円 前期比 46.1 ％増

前期比 0.3 ％増

前期比 6.6 ％増
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事 業 報 告
[自 2024年４月１日]至 2025年３月31日

1. 企業集団の現況に関する事項
（1）事業の経過及びその成果

連結業績ハイライト

当連結会計年度における我が国経済は、雇用・所得環境の改善が進む一方で、円安の長期化や
原材料価格の高騰による物価高の影響から節約志向が高まり、個人消費は低調に推移しました。
また、ウクライナ情勢の長期化や中東情勢の不安定化等によるエネルギー価格の高止まりや米国
の関税政策による世界経済の減速懸念等、不透明な状況が続きました。
このような状況の中で当社グループは、主力のエネルギー事業において、法人顧客の新規開拓

や既存顧客に対する営業活動を強化し、燃料油やＬＰガスの販売シェア拡大を図るとともに、そ
の他の事業についても、「既存事業の強化」と「新規事業の開拓」を目的に、新店舗出店や店舗
リニューアルに加え、業態変更による新規事業の導入を進めるなど、多様な消費者ニーズの変化
に対応した店づくりに取組みました。
以上の結果、当社グループの主力事業であるエネルギー部門において、エネルギー関連商品の

販売価格が前期に比べ上昇したこと等により、当連結会計年度の売上高は623億67百万円（前
期比2.8％増）となり、経常利益は13億42百万円（前期比6.6％増）となりました。親会社株主
に帰属する当期純利益は、保有していた株式の売却益や税金費用の減少により、10億37百万円
（前期比46.1％増）となりました。
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セグメント別の状況

エネルギー部門
売上高 475億 46百万円 前期比 2.3％増
営業利益 9億 24百万円 前期比 8.3％増

「エネルギー」セグメントの石油部門では、採算販売を重視した営業活動に加え、ＳＳ事業に
おいて販促アプリを活用したイベント告知やクーポン配布等を行うことで来店動機の促進を図り
ました。また、社員のスキルアップと営業力強化を目的とした研修会を実施し、油外商材の拡販
と接客サービスの向上に努めております。一方で、設備の老朽化と採算の悪化により、都城中原
ＳＳ（宮崎県都城市）を2024年７月末に、七ツ島ＳＳ（鹿児島市）を2024年９月末で閉店い
たしました。
ガス部門では、共納先のシェアアップを強化し、ＬＰガスの増販を図るとともに、採算販売に

も注力することで利益確保に努めました。また、キャンペーン等を活用した対面営業活動を推し
進め、住設機器の販売やリフォーム受注による収益の確保に取組みました。
以上の結果、エネルギー関連商品の販売価格が前期に比べ上昇したこと等により、売上高は

475億46百万円（前期比2.3％増）となり、セグメント利益（営業利益）は９億24百万円（前期
比8.3％増）となりました。

ライフスタイル部門
売上高 78億 00百万円 前期比 5.5％増
営業利益 1億 41百万円 前期比 31.9％減

「ライフスタイル」セグメントのカルチャー部門では、季節商材の販売を拡大するとともに、
話題作コミックや売れ筋商品の展開を強化することで売上確保に努めました。一方で、売上の低
迷していたレンタル・セル売り場を縮小し、ブックスミスミ日向店ではフィギュア・トレカ等の
買取・販売を行う「駿河屋」を、ブックスミスミ鹿屋店ではネイルサロン「ティーエヌ」をそれ
ぞれ2024年５月にオープンさせるなど、時代のニーズに合わせた売り場づくりを進めることで、
お客様への訴求を強化いたしました。また、ブックスミスミ七ツ島店(鹿児島市)を2024年７月
末で閉店し、同年12月に駿河屋七ツ島店を新規オープンいたしました。
以上の結果、売上高は78億円（前期比5.5％増）となりましたが、新規事業の出店準備費用の

発生等で経費が増加したこと等により、セグメント利益（営業利益）は１億41百万円（前期比
31.9％減）となりました。
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フード＆ビバレッジ部門
売上高 70億 20百万円 前期比 3.3％増
営業利益 5億 39百万円 前期比 2.8％減

「フード＆ビバレッジ」セグメントの外食部門では、主力業態であるＫＦＣにおいて、店舗イ
メージの刷新を目的とした店舗の改装やロス削減によるフードコスト管理を徹底し、利益改善に
努めました。また、新規出店先として2024年４月に熊本県合志市にＫＦＣ合志店、同年11月に
鹿児島県鹿屋市にＫＦＣイオン鹿屋店、同年12月に鹿児島市にＫＦＣ中山町店をオープンいた
しました。また、新業態として鹿児島市に韓丼七ツ島店を2025年３月に新規オープンいたしま
した。
以上の結果、売上高は70億20百万円（前期比3.3％増）となりましたが、新規出店費用の発生

等で経費が増加したこと等により、セグメント利益（営業利益）は５億39百万円（前期比2.8％
減）となりました。
セグメント別の売上高及びセグメント利益の状況は、次のとおりであります。

（単位：千円、％）

区 分
第 68 期
2024年３月期

第 69 期
2025年３月期 前期比

増減率構 成 比 構 成 比

エ ネ ル ギ ー 売 上 高 46,463,588 76.6 47,546,327 76.2 2.3
セグメント利益 853,934 52.8 924,567 57.6 8.3

ラ イフスタイル 売 上 高 7,394,163 12.2 7,800,672 12.5 5.5
セグメント利益 207,542 12.8 141,273 8.8 △31.9

フード＆ビバレッジ 売 上 高 6,798,928 11.2 7,020,551 11.3 3.3
セグメント利益 555,301 34.4 539,488 33.6 △2.8

合 計 売 上 高 60,656,681 100.0 62,367,551 100.0 2.8
セグメント利益 1,616,778 100.0 1,605,329 100.0 △0.7
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（2）企業集団の資金調達の状況
当連結会計年度の所要資金は自己資金及び借入金によって調達しており、新株発行及び社債の

発行による資金調達は行っておりません。

（3）企業集団の設備投資の状況
当社グループでは、「販売の強化、流通の合理化及び業務の効率化」を基本戦略とし、当連結

会計年度は、「全社」セグメント、「エネルギー」セグメント、「フード＆ビバレッジ」セグメン
トを中心に全体で14億79百万円の設備投資を実施いたしました。
「全社」セグメントにおいては、業務の効率化を目的に、３億65百万円の設備投資を行いま

した。主要な設備としては、本社立体駐車場に３億59百万円の設備投資を行いました。
「エネルギー」セグメントにおいては、販売の強化を目的に、５億84百万円の設備投資を実

施致しました。主要な設備としては、永田川発電所の新築工事に２億９百万円、新札対応による
ＳＳ店舗の釣銭機入替に79百万円、えびの容器検査工場の容器コンベア等の入替工事に69百万
円の投資を行いました。
「フード＆ビバレッジ」セグメントにおいては、販売の強化を目的に、３億44百万円の設備

投資を実施いたしました。主要な設備としては、韓丼七ツ島店の新築工事に97百万円、ＫＦＣ
中山町店の新築工事に86百万円、ＫＦＣイオン鹿屋店の新築工事に48百万円の投資を行いまし
た。
所要資金については、自己資金及び借入金により充当いたしました。

（4）企業集団及び当社の財産及び損益の状況
① 企業集団の財産及び損益の状況

（単位：千円）

区 分 第 66 期
2022年３月期

第 67 期
2023年３月期

第 68 期
2024年３月期

第 69 期
2025年３月期

売 上 高 61,266,804 63,792,051 60,656,681 62,367,551
経 常 利 益 1,383,018 1,293,227 1,259,455 1,342,551
親会社株主に帰属する当期純利益 485,187 673,127 710,150 1,037,438
１株当たり当期純利益 83円95銭 116円97銭 123円69銭 181円38銭
総 資 産 36,049,146 40,294,659 41,619,804 41,626,690
純 資 産 17,429,581 18,006,931 19,417,432 19,992,923
１ 株 当 た り 純 資 産 2,968円41銭 3,076円88銭 3,333円35銭 3,447円96銭
(注） 「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日）等を第69

期の期首から適用しており、第69期に係る財産及び損益の状況につきましては、当該会計基準等を適用
した後の指標等となっております。
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② 当社の財産及び損益の状況
（単位：千円）

区 分 第 66 期
2022年３月期

第 67 期
2023年３月期

第 68 期
2024年３月期

第 69 期
2025年３月期

売 上 高 59,211,402 61,342,084 58,346,443 59,976,321
経 常 利 益 1,322,911 1,209,159 1,169,556 1,260,513
当 期 純 利 益 467,162 688,308 705,767 1,031,840
１株当たり当期純利益 80円83銭 119円43銭 122円71銭 180円09銭
総 資 産 35,328,268 40,540,323 42,064,721 42,333,929
純 資 産 16,761,575 17,234,333 18,718,973 19,272,723
１ 株 当 た り 純 資 産 2,904円38銭 2,992円83銭 3,260円61銭 3,372円11銭
(注） 「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日）等を第69

期の期首から適用しており、第69期に係る財産及び損益の状況につきましては、当該会計基準等を適用
した後の指標等となっております。
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（5）企業集団の対処すべき課題
今後の対処すべき課題といたしましては、当社グループの主力商品である燃料油・ＬＰガスの

需要は、長期的な観点では少子高齢化や人口減少の影響に加え、環境意識の高まりから省エネル
ギーや次世代エネルギーの導入が推進されるなど、脱炭素社会の実現に向けた取り組みが進み、
需要は減少していくものと思われます。また、ウクライナ情勢の長期化や中東情勢の不安定化等
によるエネルギー価格や原材料価格の高騰に加え、金利の上昇や為替の変動、米国の関税政策に
よる影響など、当社グループをとりまく経営環境は不透明な状況が続いていくことが想定されま
す。
そのような状況の中で当社グループは、「既存事業の強化」と「新規事業の開拓」を推進すべ

く、主力のエネルギー事業において、エネルギー供給会社ならではの視点とノウハウを活かし、
様々な商品・サービスの提供を通して、お客様との関係性や信頼性の強化に努めてまいります。
その他の事業においても、新たなニーズに沿った業態変更を積極的に行うとともに、接客・サー
ビスの更なる向上に努めてまいります。
さらに、全ての事業において、販売網の再編、キャッシュ・フロー重視の経営及び人材の確

保・育成を継続的に伸展させることが肝要であると考え、事業拠点の見直しによる収益力の向上
を図るとともに、人材育成による社員のスキルアップと営業力の強化に努めてまいります。
株主の皆様におかれましては、今後とも変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。
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（6）企業集団の主要な事業内容
当社の企業集団は、当社、子会社８社、関連会社１社及びその他の関係会社１社で構成してお

ります。
当社の企業集団は、「エネルギー」、「ライフスタイル」及び「フード＆ビバレッジ」の各事業

を行っております。
「エネルギー」は、主に石油・ガス関連商品の販売を行っております。「ライフスタイル」は、

書籍、自動車、タイヤ及び住宅等の販売、複合商業施設の運営等を行っております。「フード＆
ビバレッジ」は、ケンタッキーフライドチキンの販売等を行っております。

（7）企業集団の主要な営業所及び工場
当社
本 社 鹿児島市卸本町

営 業 拠 点 鹿児島支店、オプシアミスミ（鹿児島市）
Ｍｉｓｕｍｉショールームエコ住まいる館（鹿児島市）、鹿屋オフィス
国分オフィス（鹿児島県霧島市）、宮之城オフィス（鹿児島県薩摩郡）
種子島オフィス（鹿児島県西之表市）、宮崎支店、都城支店
熊本支店、人吉支店、八代支店、福岡営業所（福岡県北九州市）

海上受入基地 鹿児島海上基地、宮崎海上基地
種子島海上基地（鹿児島県西之表市）、八代海上基地

ＬＰガス充填所 鹿児島充填所、鹿屋充填所、種子島充填所（鹿児島県西之表市）
宮崎充填所、志和池充填所（宮崎県都城市）
熊本充填所、人吉充填所、八代充填所、水俣充填所

容器検査工場 えびの容器検査工場
野 菜 工 場 ミスミ野菜工場姶良
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営 業 店
県 名 部 門 別 店 舗 名 店舗数

鹿児島県

石油小売

南港ＳＳ、薬師ＳＳ、上荒田ＳＳ、Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ鹿児島卸
団地店、Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ伊敷店、Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ城
西通武町店、喜入基地前ＳＳ、あいらインター入口ＳＳ、Ｄｒ．
Ｄｒｉｖｅセルフ国分店、鹿屋札元ＳＳ、桜島サービスエリア
ＳＳ、宮之城ＳＳ、セルフスカイラインＳＳ、セルフ武岡台Ｓ
Ｓ、セルフ与次郎ＳＳ、喜入ＳＳ

16

ガス小売
ミスミガス南鹿児島店、ミスミガス北鹿児島店、ミスミガス南
薩店、ミスミガス姶良店、ミスミガス国分店、ミスミガス鹿屋
店、ミスミガス志布志店、ミスミガス垂水店、ミスミガス湧水
店、ミスミガス宮之城店、ミスミガス種子島店

11

オートガス 鹿屋オートガスＳＳ、南栄オートガスＳＳ、堀江オートガスＳ
Ｓ、種子島オートガスＳＳ 4

カルチャー ブックスミスミ鹿屋店、ブックスミスミオプシア、駿河屋七ツ
島店、ｍｉｓｕｍｉＳＴＯＲＥ鹿児島 4

自動車 プジョー鹿児島、コバック鹿児島堀江店 2

外食

ＫＦＣ南鹿児島店、ＫＦＣ天文館店、ＫＦＣ伊敷店、ＫＦＣ七
ツ島店、ＫＦＣ城西店、ＫＦＣイオンタウン姶良店、ＫＦＣ鹿
屋店、ＫＦＣ国分店、ＫＦＣ鹿児島吉野店、ＫＦＣ川内店、Ｋ
ＦＣグラード伊集院店、ＫＦＣ出水店、ＫＦＣイオン鹿児島店、
ＫＦＣ与次郎店、ＫＦＣ指宿店、ＫＦＣイオン鹿屋店、ＫＦＣ
中山町店

17

ピザハット与次郎店、ピザハット伊敷店、ピザハット東谷山店 3
石窯パン工房Ｐａｒａｓｓｏ伊敷ニュータウン店 1
韓丼七ツ島店 1
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県 名 部 門 別 店 舗 名 店舗数

宮崎県

石油小売
セルフ２４大塚ＳＳ、Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ青葉町店、一ツ
葉大橋ＳＳ、Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ２４都城北店、高原ＳＳ、
セルフ小林ＳＳ、セルフ福島ＳＳ

7

ガス小売 ミスミガス宮崎店、ミスミガス都城店、ミスミガス高原店 3
オートガス 宮崎港オートガスＳＳ 1
カルチャー ブックスミスミ日向店 1

外食
ＫＦＣ花ヶ島店、ＫＦＣ高千穂通り店、ＫＦＣ南宮崎店、ＫＦ
Ｃ都城店、ＫＦＣ延岡店、ＫＦＣ日向店、ＫＦＣ宮崎大塚店、
ＫＦＣイオン都城店、ＫＦＣ宮崎新別府店

9

熊本県

石油小売

セルフ託麻ＳＳ、熊本流通団地ＳＳ、小峯ＳＳ、Ｄｒ．Ｄｒｉ
ｖｅ平成店、人吉ＳＳ、免田ＳＳ、セルフ人吉インターＳＳ、
人吉バイパスＳＳ、石水ＳＳ、セルフアクアドーム前ＳＳ、ス
ーパーセルフ人吉球磨ＳＳ、セルフ八代北ＳＳ、セルフ宇土Ｓ
Ｓ

13

ガス小売
ミスミガス熊本店、ミスミガス八代店、ミスミガス宇城店、ミ
スミガス人吉店、ミスミガス免田店、ミスミガス水俣店、ミス
ミガス芦北店、ミスミガス北熊本店

8

オートガス 清水オートガスＳＳ、水俣オートガスＳＳ 2
カルチャー ブックスミスミ人吉店、ｍｉｓｕｍｉＳＴＯＲＥ熊本 2
自動車 コバック人吉球磨店 1

外食

ＫＦＣ東バイパス店、ＫＦＣ健軍店、ＫＦＣ浜線バイパス店、
ＫＦＣ清水バイパス店、ＫＦＣ近見店、ＫＦＣ大津店、ＫＦＣ
八代松江店、ＫＦＣ人吉店、ＫＦＣイオン天草店、ＫＦＣイオ
ンモール宇城店、ＫＦＣ光の森店、ＫＦＣイオンモール熊本店、
ＫＦＣ熊本富合店、ＫＦＣ合志店

14

大分県 外食
ＫＦＣ大分今津留店、ＫＦＣ別府亀川バイパス店、ＫＦＣパー
クプレイス大分店 3

ピザハット大分今津留店 1

福岡県 外食
ＫＦＣ福岡南バイパス店、ＫＦＣ徳力店、ＫＦＣみずほＰａｙ
Ｐａｙドーム福岡店、ＫＦＣトリアス久山店、ＫＦＣ小倉競馬
場店

5

合 計 129
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（8）企業集団の従業員の状況
① 企業集団の従業員の状況

事 業 別 従業員数（名）
エネルギー 376［ 199］
ライフスタイル 128［ 87］
フード＆ビバレッジ 89［ 679］
全社（共通） 55［ 5］

合 計 648［ 970］
（注） 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は［ ］内に年間の平均人員を外数で記載しております。

② 当社の従業員の状況
従業員数（名） 前期末比増減（名） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年）

499［955] 3［△33］ 42.7 15.9
（注） 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は［ ］内に年間の平均人員を外数で記載しております。

（9）重要な親会社及び子会社の状況
① 重要な親会社の状況

該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況
会 社 名 出資比率（％） 主 要 な 事 業 内 容

南 九 州 ト ー ヨ ー タ イ ヤ ㈱ 51.0 自動車用のタイヤの販売

（10）主要な借入先及び借入額
（単位：千円）

借 入 先 借 入 残 高
㈱鹿児島銀行 3,226,250
㈱三井住友銀行 3,223,750
㈱福岡銀行 1,540,000
㈱商工組合中央金庫 1,475,000
㈱南日本銀行 1,280,000
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2. 株式に関する事項
（1）発行可能株式総数 12,000,000株

（2）発行済株式総数 5,715,334株（自己株式385,169株を除く）

（3）株主数 356名

（4）上位10名の株主
株 主 名 持株数（千株） 持株比率（％）

三 角 開 発 ㈱ 1,493 26.1
Ｅ Ｎ Ｅ Ｏ Ｓ ホ ー ル デ ィ ン グ ス ㈱ 779 13.6
住 友 生 命 保 険 （相） 332 5.8
㈱ 鹿 児 島 銀 行 285 4.9
㈱ 三 井 住 友 銀 行 285 4.9
ミ ス ミ 取 引 先 持 株 会 184 3.2
Ｔ Ｏ Ｙ Ｏ Ｔ Ｉ Ｒ Ｅ ㈱ 183 3.2
㈱ 福 岡 銀 行 141 2.4
㈱ 商 工 組 合 中 央 金 庫 129 2.2
ミ ス ミ 社 員 持 株 会 112 1.9
（注）1. 当社は自己株式385,169株を所有しておりますが、上位10名の株主からは除いております。

2. 持株比率は、自己株式を控除して計算しております。

3. 新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
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4. 会社役員に関する事項
（1）取締役の状況

地 位 氏 名 担 当 重要な兼職の状況
代表取締役グループＣＥО 岡 恒 憲
代表取締役社長 平 田 慶 介
取 締 役 上 村 俊一郎 第一事業本部長
取 締 役 的 場 勝 彦 第二事業本部長
取 締 役
（監査等委員） 末 吉 茂 樹
取 締 役
（監査等委員） 今 田 和 孝
取 締 役
（監査等委員） 神 川 洋 一
取 締 役
（監査等委員） 東 清三郎
取 締 役
（監査等委員） 宮 澤 章

（注）1. 取締役のうち神川洋一氏、東清三郎氏及び宮澤章氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役で
あります。

2. 監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 末吉茂樹氏 委員 今田和孝氏、神川洋一氏、東清三郎氏、宮澤章氏

3. 社内における情報収集や内部監査部門等との連携を強化し、監査等委員会の監査の実効性を高める
ため、末吉茂樹氏及び今田和孝氏を常勤の監査等委員として選定しております。

4. 取締役神川洋一氏につきましては、証券会員制法人福岡証券取引所に対し、独立役員として届け出
ております。
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（2）取締役の報酬等の総額
① 当事業年度に係る役員の報酬等の総額等

役員区分
報酬等の
総額
(千円)

報酬等の種類別の総額(千円) 対象となる
役員の員数
(人)基本報酬 業績連動

報酬等
非金銭
報酬等

取締役
(監査等委員を除く。) 143,361 143,361 ― ― 5

取締役
(監査等委員) 20,010 20,010 ― ― 5

（注）1. 上記報酬等の額には、使用人兼務取締役２名に支給した使用人給与相当額21,605千円は含まれてお
りません。

2. 上記報酬等の額には、役員退職慰労引当金繰入額27,472千円を含んでおります。

② 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に
関する事項
当社は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等の内容に係る決定方
針（以下、決定方針という。）を定めており、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報
酬については取締役（監査等委員である取締役を除く。）の職務、在任期間の業績と成果及び
貢献度等を総合的に勘案しながら適正な水準とすることを基本方針としております。取締役
（監査等委員である取締役を除く。）の報酬は固定報酬としての基本報酬及び退職慰労金により
構成しております。また、決定方針の決定方法は、2021年２月26日開催の取締役会にて決議
しております。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等の内容の決定に
あたっては、監査等委員である取締役を含む取締役会で審議を行っており、取締役会も決定方
針に沿うものであると判断しております。

③ 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等に関する株主総会の決議年月日
は2020年６月25日であり、決議の内容は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報
酬額を年額３億円以内と定め、各取締役に対する具体的金額、支給の時期等は取締役会の決議
によることを定めております。当該定時株主総会終結時点の取締役（監査等委員である取締役
を除く。）の員数は６名であります。また、監査等委員である取締役の報酬等に関する株主総
会の決議年月日は2015年６月25日であり、決議の内容は、監査等委員である取締役の報酬額
を年額３千万円以内と定め、各監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期等は
監査等委員である取締役の協議とすることを定めております。当該定時株主総会終結時点の監
査等委員である取締役の員数は４名であります。
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④ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任
に関する事項
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬額については、監査等委員であ
る取締役を含む取締役会で審議し、取締役会決議に基づき具体的内容の決定を一任された代表
取締役グループＣＥＯ岡恒憲氏が決定するものとしております。当該権限の一任は、各取締役
の担当領域や職責の評価を行うのは代表取締役グループＣＥＯが最も適していると判断したた
めであります。

（3）社外役員に関する事項
① 社外役員の主な活動状況
区 分 氏 名 主 な 活 動 状 況

社 外 取 締 役
（監 査 等 委 員） 神 川 洋 一

当事業年度に開催された取締役会17回のうち17回に出席し、ま
た、監査等委員会６回のうち６回に出席しており、必要に応じ
て、主に弁護士としての専門的見地から、当社のコーポレート・
ガバナンスに対する助言等の発言を行っております。

社 外 取 締 役
（監 査 等 委 員） 東 清三郎

当事業年度に開催された取締役会17回のうち15回に出席し、ま
た、監査等委員会６回のうち５回に出席しており、必要に応じ
て、金融やサービス業を中心とした見識等に基づいた助言等の発
言を行っております。

社 外 取 締 役
（監 査 等 委 員） 宮 澤 章

当事業年度に開催された取締役会17回のうち17回に出席し、ま
た、監査等委員会６回のうち６回に出席しており、必要に応じ
て、エネルギー分野を中心とした見識等に基づいた助言等の発言
を行っております。

② 社外役員の報酬等の総額

役員区分
報酬等の
総額
(千円)

報酬等の種類別の総額(千円) 対象となる
役員の員数
(人)基本報酬 業績連動

報酬等
非金銭
報酬等

取締役(監査等委員) 9,170 9,170 ― ― 3
（注） 上記報酬等の額には、役員退職慰労引当金繰入額1,370千円を含んでおります。
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5. 会計監査人に関する事項
（1）名称

有限責任監査法人トーマツ

（2）報酬等の額
（単位：千円）

項 目 支 払 額
報酬等の額 29,000
当社及び子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 29,000

（注）1. 監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、
会計監査人の監査契約の内容及び会計監査の職務遂行状況を確認し、報酬額の見積りの妥当性を検
討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。

2. 当社と会計監査人との監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監
査報酬の額を区分しておりませんので、上記の金額にはこれらの合計額を記載しております。

（3）会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
会計監査人の解任または不再任の決定の方針につきましては、当社は特に定めておりません

が、会計監査人の職務執行に支障がある場合等、またはその必要があると判断した場合には、監
査等委員会は会計監査人の解任または不再任に関する株主総会の議案の内容を決定いたします。

6. 剰余金の配当等の決定に関する方針
当社は、株主に対する利益還元を経営の最重要政策として位置づけており、併せて安定的な経

営基盤の確保に努めるための積極的な設備投資と会社の競争力の維持強化を行うための内部留保を
考慮し、利益配当金を中心として業績に裏付けされた成果の配分を行うことを基本方針としており
ます。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、当期の業績及び今後の経済環境等を勘案し、１株

当たり50円(うち中間配当金25円)としております。
また、内部留保につきましては、財務体質強化のための借入金の圧縮や競争力強化のための販

売設備への投資に備えるとともに、株主への安定的な配当に寄与するよう努めてまいる所存であり
ます。
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連 結 貸 借 対 照 表
（2025年３月31日現在）

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ）
流 動 資 産 15,086,205 流 動 負 債 13,806,148
現 金 及 び 預 金 5,144,448 支 払 手 形 及 び 買 掛 金 3,058,550
受 取 手 形 481,934 短 期 借 入 金 5,250,000
売 掛 金 5,608,468 １年内返済予定の長期借入金 3,578,000
商 品 及 び 製 品 3,186,222 未 払 金 771,383
仕 掛 品 20,481 未 払 費 用 192,711
原 材 料 及 び 貯 蔵 品 20,924 未 払 法 人 税 等 225,534
前 払 費 用 106,227 未 払 消 費 税 等 212,393
そ の 他 521,345 賞 与 引 当 金 333,622
貸 倒 引 当 金 △3,848 そ の 他 183,953

固 定 資 産 26,540,484 固 定 負 債 7,827,617
有 形 固 定 資 産 19,246,440 長 期 借 入 金 5,958,500
建 物 及 び 構 築 物 6,037,809 繰 延 税 金 負 債 433,860
機 械 装 置 及 び 運 搬 具 901,869 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 213,890
工 具、 器 具 及 び 備 品 494,028 資 産 除 去 債 務 378,286
土 地 11,763,891 そ の 他 843,080
建 設 仮 勘 定 48,842

無 形 固 定 資 産 1,170,521 負 債 合 計 21,633,766
の れ ん 1,056,204 （ 純 資 産 の 部 ）
そ の 他 114,316 株 主 資 本 18,048,587

資 本 金 1,690,899
投 資 そ の 他 の 資 産 6,123,522 資 本 剰 余 金 1,646,600
投 資 有 価 証 券 3,980,595 利 益 剰 余 金 15,411,051
長 期 前 払 費 用 23,751 自 己 株 式 △699,963
退 職 給 付 に 係 る 資 産 819,286 その他の包括利益累計額 1,623,151
繰 延 税 金 資 産 17,734 その他有価証券評価差額金 1,515,313
差 入 保 証 金 879,816 退職給付に係る調整累計額 107,838
そ の 他 518,550 非 支 配 株 主 持 分 321,184
貸 倒 引 当 金 △116,212

純 資 産 合 計 19,992,923
資 産 合 計 41,626,690 負債及び純資産合計 41,626,690
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連 結 損 益 計 算 書
[自 2024年４月１日]至 2025年３月31日

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 62,367,551
売 上 原 価 49,565,329
売 上 総 利 益 12,802,221
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 11,993,430
営 業 利 益 808,791
営 業 外 収 益 715,612
受 取 利 息 8,443
受 取 配 当 金 137,000
仕 入 割 引 62,937
受 取 賃 貸 料 223,524
受 取 手 数 料 45,748
そ の 他 237,957

営 業 外 費 用 181,852
支 払 利 息 100,046
賃 貸 費 用 45,882
固 定 資 産 除 却 損 17,550
そ の 他 18,373

経 常 利 益 1,342,551
特 別 利 益 186,257
固 定 資 産 売 却 益 11,003
投 資 有 価 証 券 売 却 益 175,253

特 別 損 失 177,436
固 定 資 産 売 却 損 60
減 損 損 失 177,376

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 1,351,372
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 245,266
法 人 税 等 調 整 額 59,969 305,236
当 期 純 利 益 1,046,136
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 8,697
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 1,037,438
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連結株主資本等変動計算書
(自 2024年４月１日 至 2025年３月31日)

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計
当期首残高 1,690,899 1,646,600 14,660,387 △655,182 17,342,704
当期変動額
剰余金の配当 △286,774 △286,774
親会社株主に帰属する
当期純利益 1,037,438 1,037,438

自己株式の取得 △44,781 △44,781
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 ― ― 750,664 △44,781 705,882
当期末残高 1,690,899 1,646,600 15,411,051 △699,963 18,048,587

その他の包括利益累計額 非 支 配
株 主 持 分 純資産合計その他有価証券

評 価 差 額 金
退職給付に係る
調 整 累 計 額

その他の包括利益
累 計 額 合 計

当期首残高 1,661,847 98,641 1,760,489 314,238 19,417,432
当期変動額
剰余金の配当 △286,774
親会社株主に帰属する
当期純利益 1,037,438

自己株式の取得 △44,781
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） △146,533 9,196 △137,337 6,945 △130,391

当期変動額合計 △146,533 9,196 △137,337 6,945 575,490
当期末残高 1,515,313 107,838 1,623,151 321,184 19,992,923
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貸 借 対 照 表
（2025年３月31日現在）

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ）
流 動 資 産 14,315,093 流 動 負 債 15,295,669
現 金 及 び 預 金 4,868,981 買 掛 金 2,878,686
受 取 手 形 445,547 短 期 借 入 金 5,100,000
売 掛 金 5,305,420 1年内返済予定の長期借入金 3,575,000
商 品 及 び 製 品 3,054,086 未 払 金 801,865
仕 掛 品 20,481 未 払 費 用 189,277
原 材 料 及 び 貯 蔵 品 20,924 未 払 法 人 税 等 180,333
前 払 費 用 100,840 未 払 消 費 税 等 173,003
そ の 他 501,879 預 り 金 2,028,331
貸 倒 引 当 金 △3,069 賞 与 引 当 金 273,000

そ の 他 96,170
固 定 資 産 28,018,835
有 形 固 定 資 産 18,582,576 固 定 負 債 7,765,536
建 物 4,601,405 長 期 借 入 金 5,955,000
構 築 物 1,289,504 長 期 繰 延 税 金 負 債 389,225
機 械 及 び 装 置 850,950 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 213,890
車 両 運 搬 具 48,591 資 産 除 去 債 務 378,286
工 具、 器 具 及 び 備 品 484,372 そ の 他 829,134
土 地 11,270,909
建 設 仮 勘 定 36,842 負 債 合 計 23,061,205

（ 純 資 産 の 部 ）
無 形 固 定 資 産 170,421 株 主 資 本 17,757,409
の れ ん 90,595 資 本 金 1,690,899
ソ フ ト ウ ェ ア 37,695 資 本 剰 余 金 1,646,341
そ の 他 42,129 資 本 準 備 金 1,646,341

利 益 剰 余 金 15,102,352
投 資 そ の 他 の 資 産 9,265,838 利 益 準 備 金 116,139
投 資 有 価 証 券 3,980,589 そ の 他 利 益 剰 余 金 14,986,213
関 係 会 社 株 式 3,441,770 別 途 積 立 金 6,309,403
破 産 更 生 債 権 等 71,033 繰 越 利 益 剰 余 金 8,676,809
長 期 前 払 費 用 22,185 自 己 株 式 △682,184
前 払 年 金 費 用 633,011
差 入 保 証 金 873,152 評価・換算差額等 1,515,313
そ の 他 354,349 その他有価証券評価差額金 1,515,313
貸 倒 引 当 金 △110,253

純 資 産 合 計 19,272,723
資 産 合 計 42,333,929 負債及び純資産合計 42,333,929
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損 益 計 算 書
[自 2024年４月１日]至 2025年３月31日

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 59,976,321
売 上 原 価 47,786,704
売 上 総 利 益 12,189,616
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 11,405,703
営 業 利 益 783,913
営 業 外 収 益 649,424
受 取 利 息 6,116
受 取 配 当 金 138,263
受 取 賃 貸 料 182,407
雑 収 入 322,637

営 業 外 費 用 172,824
支 払 利 息 113,092
賃 貸 費 用 24,564
雑 損 失 35,167

経 常 利 益 1,260,513
特 別 利 益 183,723
固 定 資 産 売 却 益 8,470
投 資 有 価 証 券 売 却 益 175,253

特 別 損 失 178,483
減 損 損 失 178,483

税 引 前 当 期 純 利 益 1,265,753
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 177,616
法 人 税 等 調 整 額 56,296 233,913

当 期 純 利 益 1,031,840
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株主資本等変動計算書
(自 2024年４月１日 至 2025年３月31日)

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本準備金 資本剰余金
合 計 利益準備金

その他利益剰余金 利益剰余金
合 計別途積立金 繰越利益

剰 余 金
当期首残高 1,690,899 1,646,341 1,646,341 116,139 6,309,403 7,931,743 14,357,286
当期変動額
剰余金の配当 △286,774 △286,774
当期純利益 1,031,840 1,031,840
自己株式の取得
株主資本以外の項目の
当期変動額 (純額 )

当期変動額合計 ― ― ― ― ― 745,065 745,065
当期末残高 1,690,899 1,646,341 1,646,341 116,139 6,309,403 8,676,809 15,102,352

株 主 資 本 評 価 ・ 換 算 差 額 等
純 資 産 合 計自 己 株 式 株 主 資 本

合 計
その他有価証券
評 価 差 額 金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当期首残高 △637,402 17,057,125 1,661,847 1,661,847 18,718,973
当期変動額
剰余金の配当 △286,774 △286,774
当期純利益 1,031,840 1,031,840
自己株式の取得 △44,781 △44,781 △44,781
株主資本以外の項目の
当期変動額 (純額 ) △146,533 △146,533 △146,533

当期変動額合計 △44,781 700,284 △146,533 △146,533 553,750
当期末残高 △682,184 17,757,409 1,515,313 1,515,313 19,272,723
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
2025年５月22日

株式会社 Ｍｉｓｕｍｉ
取 締 役 会 御中

有限責任監査法人 トーマツ

福岡事務所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 城 戸 昭 博

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 田 中 晋 介

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社Ｍｉｓｕｍｉの2024年４月１日から

2025年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結
株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、株式会社Ｍｉｓｕｍｉ及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び
損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用にお
ける取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は

その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、

その他の記載内容と連結計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかど
うか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどう
か注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適

切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに

ある。
連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重

要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又
は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報
告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類
の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連
結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な
監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関
する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応
策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合
はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。
以 上
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会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
2025年５月22日

株式会社 Ｍｉｓｕｍｉ
取 締 役 会 御中

有限責任監査法人 トーマツ

福岡事務所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 城 戸 昭 博

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 田 中 晋 介

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社Ｍｉｓｕｍｉの2024年４月１日

から2025年３月31日までの第69期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用にお
ける取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は

その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その

他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で

あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに

ある。
計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記
事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継
続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書
類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応
策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合
はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査等委員会の監査報告書

監 査 報 告 書
当監査等委員会は、2024年4月1日から2025年3月31日までの第69期事業年度における取締役の職務の執行を監査い

たしましたので、その方法及び結果について以下のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容
監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに当該決

議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況につい
て定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施いたしました。
① 監査等委員会が定めた監査等委員会監査等の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部監査部
門その他内部統制所管部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の
報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状
況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必
要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人
からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が
適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基
準」（2021年11月16日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主
資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結
株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

2. 監査の結果
（1）事業報告等の監査結果
一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
三 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関す
る事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2025年５月29日

株式会社 Ｍｉｓｕｍｉ 監査等委員会
監査等委員 (常勤) 末 吉 茂 樹 ㊞
監査等委員 (常勤) 今 田 和 孝 ㊞
監査等委員 神 川 洋 一 ㊞
監査等委員 東 清三郎 ㊞
監査等委員 宮 澤 章 ㊞

（注） 監査等委員神川洋一、東清三郎及び宮澤章は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に定める社外取締役であります。

以 上
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株 主 各 位

第69期定時株主総会
その他の電子提供措置事項
（交付書面省略事項）

● 事業報告…………………………………………………………… 40
業務の適正を確保するための体制等の整備に関する事項

● 連結計算書類……………………………………………………… 46
連結注記表

● 計算書類…………………………………………………………… 56
個別注記表

［第69期（2024年４月１日から2025年３月31日まで）］

株式会社Misumi

当社は、電子提供措置事項のうち、次に掲げる事項につきましては、法令及
び当社定款の規定に基づき、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付
する書面から省略しております。
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業務の適正を確保するための体制等の整備に関する事項
決議の内容の概要
当社は、会社法及び会社法施行規則に定める「業務の適正を確保するための体制」について取締

役会において決議しております。その概要は以下のとおりであります。
（1）取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
① 当社は、複数の社外取締役で構成される監査等委員会を設置することにより、当社及びグル
ープ会社の業務の適法・妥当かつ効率的な運営に資するとともに、取締役会の監査・監督機能
の強化を図るものとする。

② 取締役会は、会社の経営管理の意思決定機関として、法令に定められた事項を協議決定する
とともに、経営の基本方針及び業務執行に関する重要事項を決定あるいは承認し、業務の執行
につき報告を受ける。

③ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、取締役会決定事項に基づき業務を執行し、
従業員の職務執行を監督するとともに、その経過及び結果を取締役会に報告する。

④ 当社の役員・従業員は、重大な法令違反その他のコンプライアンスに関する重要な事実を発
見した場合、当社規程に従って報告する。

⑤ 代表取締役は、上記④で報告された事実についての調査を指揮・監督し、顧問弁護士と協議
のうえ必要と認める場合適切な対策を決定する。

⑥ 当社における法令遵守上疑義のある行為等について、従業員が直接通報を行う手段を確保す
る。この場合、通報者に不利益がないことを確保する。

⑦ 重要な通報については、その内容と会社の対処状況・結果につき適切に役員・従業員に開示
し、周知徹底する。

⑧ 監査等委員会は、内部監査部門を連係する。内部監査部門は、監査等委員会と協議の上、業
務執行状況の内部監査を行い、その結果を監査等委員会及び代表取締役社長に適宜報告する。

（2）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
① 取締役は、当社及びグループ会社の株主総会並びに取締役会における議事録、稟議書、決算
に関する計算書類、契約書等取締役の職務の執行に係る重要書類について、社内規程に基づ
き、各担当職務に従い適切に保管する。

② 資料の保管期間は最低10年間とし、監査等委員会及び会計監査人等の閲覧の要請に備える。
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（3）損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、コンプライアンス、環境、災害、保安、品質及び販売などに係るリスクについて、そ

れぞれの担当部署にて規程の制定、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行うものとし、新
たに生じたリスクへの対応が必要な場合は、速やかに対応責任者を定め対応する。

（4）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 取締役会は、経営方針、経営会議、代表取締役及びその他の業務執行を担当する取締役・執
行役員等の職務分掌に基づき、代表取締役及び各業務担当取締役・執行役員に業務の執行を行
わせる。

② 代表取締役及びその他の業務執行を担当する取締役・執行役員に業務執行の決定を委任され
た事項については、組織規程、権限規程等に定める機関または手続により必要な決定を行う。
これらの規程は、法令の改廃・職務執行の効率化の必要がある場合は、随時見直す。

③ 代表取締役は、会社の組織を構築し、その効率的な運営とその監視監督体制の整備を行う。

（5）当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
① 子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制、並びに子会社の損失
の危険の管理に関する規程その他の体制

（ア） グループ会社の業務の執行状況その他重要な事項については、定期的に取締役会等の重要
な会議で報告を求める。

（イ） グループ会社に関する一定の事項については、当社の取締役会における承認を要するもの
とする。

（ウ） 内部監査部門は、グループにおける内部監査を実施または統括し、グループの業務全般に
わたる内部統制の有効性と妥当性を確保する。内部監査の年次計画、実施状況及びその結果
は、その重要度に応じ代表取締役及び監査等委員会等の所定の機関に報告する体制を構築す
る。

（エ） 当社グループにおけるリスク管理に関する重要な方針は、取締役会その他の重要な機関に
おいて決定するものとする。
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② 子会社の取締役及び従業員の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制、並
びに子会社の取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための
体制

（ア） 当社は、業務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための諸施策に加え、企業
集団としての業務の適正と効率性を確保するために必要な、グループとしての規範、規則を
関係会社管理規程類として整備する。

（イ） 当社グループに属する会社間の取引は、法令その他の会社規範に照らし適切に取扱うとと
もに、グループ間における情報の伝達や業務において、ＩＴを有効かつ適切に利用する。

（ウ） 代表取締役及び業務執行を担当する取締役・執行役員は、それぞれの職務分掌に従い、グ
ループ会社が適切な内部統制システムの整備を行うよう指導する。

（エ） 監査等委員が、監査等委員自らまたは監査等委員会を通じてグループの連結経営に対応し
たグループ全体の監視・監査を実効的かつ適正に行えるよう、会計監査人及び内部監査部門
との緊密な連携等適切な体制を構築する。

（6）監査等委員会の職務を補助すべき従業員に関する事項
① 内部監査部門は、必要に応じて監査等委員会の職務を補助する。
② 監査等委員会の職務を補助すべき従業員として、監査等委員会より要請があった場合、その
要請に応じて人員を配置する。この場合、あらかじめ期間を定め、期間内は専任とし、かつ計
数的な知見を十分に有する従業員とする。また、この場合の監査等委員会付き従業員は、監査
等委員会の指示に従いその職務を行うとともに、グループ会社の監査役を兼務可能とする。ま
た、監査等委員会の事務局となる。

（7）前記（6）の従業員の他の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性に関する事
項、並びに当該従業員に対する指示の実効性の確保に関する事項
① 前記の監査等委員会付き従業員の独立性を確保するため、当該従業員の任命に係る事項は、
常勤監査等委員の事前の同意をもって決定する。

② 内部監査部門及び監査等委員会付き従業員は、会社の監査業務を実施するが、グループ業務
の執行に係る役職は兼務しない。

③ 監査等委員会付き従業員は、もっぱら監査等委員会の指揮命令に従うものとする。
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（8）当社及び子会社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び従業員が監査等委員会に報
告をするための体制、並びに当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを
確保するための体制

① 代表取締役及び業務執行を担当する取締役は、取締役会等の重要な会議において随時状況の
報告を行う。

② 代表取締役及び業務執行を担当する取締役は、以下に定める事項について、発見次第速やか
に監査等委員会に対し報告を行う。

（ア） 会社の信用を著しく低下させたもの、またはそのおそれがあるもの
（イ） 会社の業績に大きく悪影響を与えたもの、またはそのおそれがあるもの
（ウ） 社内外へ環境、安全、衛生または製造物責任に関する重大な被害を与えたもの
（エ） 規程違反で重大なもの
③ 当社グループにおける法令遵守上疑義のある行為等に関して従業員が直接行った重要な通報
については、その内容と会社の対処状況・結果を常勤監査等委員にも報告する。また、当該通
報及び報告に際し、通報者を不利な取扱いから保護するための手続を整備するとともに、社内
規程により不利な取扱いを禁止する。

（9）監査等委員の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査等委員がその職務の執行について費用の前払等の請求をしたときは、監査等委員

の職務に必要でない場合を除き、その費用を負担する。監査等委員会が独自に外部の専門家を利
用する場合の費用についても同様とする。

（10）その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会は、独自に意見形成するため、外部法律事務所と連携する。また、監査の実施に

あたり必要と認めるときは、自らの判断で、公認会計士、コンサルタントその他の外部専門家を
活用する。
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（11）反社会的勢力による被害を防止するための体制
① 当社及び当社グループは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対
して、不当な要求や取引については毅然とした姿勢で対処するとともに、これらの活動を助長
するような行為は一切行わない。

② 反社会的勢力からの不当な要求等の問題が発生した場合は、社内の適切な部署及び機関にお
ける情報の共有を図るとともに、必要に応じて顧問弁護士や警察及びその関係者等外部専門機
関と連携し、組織全体で対応する。

（12）財務報告の信頼性を確保するための体制
当社及び当社グループは、財務報告の信頼性の確保及び金融商品取引法に定める内部統制報告

書の有効かつ適切な提出のため、財務報告に係る内部統制の体制の構築、運用、評価を行うこと
とする。

体制の運用状況の概要
当事業年度における業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりでありま

す。
内部統制システム全般
当社グループでは、社長を委員長とする内部統制委員会が制定した「内部統制整備方針」に基

づき、財務報告に係る内部統制を中心に体制の整備及び運用を行っております。内部統制委員会
の各担当者は、毎事業年度に立案する評価計画を基に内部統制の整備・運用状況の評価を行い、
内部監査部門が、通常のグループ内部監査と合わせてその検証や確認を行っております。
内部統制委員会による内部統制の評価状況や、運用上検出された問題点・リスク及びその対応

状況は、内部監査部門の確認を経て、定期的に監査等委員を含む取締役会に報告しております。
また、内部監査部門による内部監査の結果は、適宜社長及び監査等委員まで報告されておりま
す。
取締役会では、重要な職務に関する意思決定や当社及び子会社の月次の業績報告等がなされて

おり、当事業年度は17回開催いたしました。監査等委員会は、社外取締役３名を含む５名で構
成されており、取締役会への出席のほか、監査等委員会の定期的な開催や、稟議書等の常時閲
覧、内部監査部門との会合等を通じて、監査の実効性の向上を図っております。監査等委員会の
職務を補助するための体制については、「監査等委員会規程」及び「監査等委員会監査基準」に
定めて明確化しております。
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コンプライアンス及びリスク管理
当社グループでは、基幹システムやグループウェア等ITの活用により、グループ内における会

計システムを共通化しリスクの低減及び効率化を図るとともに、社内規程・各種マニュアル等の
共有やコンプライアンスに関する周知・教育を行っております。
また、内部通報の仕組みを「公益通報者保護規程」として定め、コンプライアンス上重大な事

実またはその疑いについて、通常の職制ルートを介さずに報告できる体制、及びその通報者を不
利益取扱から守るための体制を整備しており、定期的に制度の周知も実施しております。
なお、内部監査、内部統制評価または内部通報等により重大なリスクが顕在化した場合は、

「危機管理マニュアル」に従い社長を本部長とする危機管理本部を立ち上げ、その指揮の下迅速
な対応を行うこととしております。
反社会的勢力への対応については、当社グループとしての基本方針及び「反社会的勢力排除規

程」を取締役会にて制定するとともに、「反社会的勢力対応マニュアル」等の提供や、すべての
役職員から「反社会的勢力との関係がないことの確約書」の提出を受けるなど、反社会的勢力と
の関係遮断のための取り組みを行っております。
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連 結 注 記 表

1. 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
（1）連結の範囲に関する事項

・連結子会社の数 8社
・主要な連結子会社の名称 南九州トーヨータイヤ㈱

（2）持分法の適用に関する事項
持分法を適用している関連会社はありません。なお、関連会社である㈱ダイリン広告について

は、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等に及ぼす影響が軽微で
あり、かつ全体としても重要性がないため、持分法を適用しておりません。

（3）連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち㈱石井商店他１社の決算日は１月31日であり、北薩ガス㈱他１社の決算日

は、２月末日であります。連結計算書類の作成にあたっては、同日現在の計算書類を使用し、連
結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。

（4）有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの… 時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理

し、売却原価は、移動平均法により算定しておりま
す。）

市場価格のない株式等……………… 移動平均法による原価法

（5）棚卸資産の評価基準及び評価方法
評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。
商品及び製品、仕掛品、原材料… 月別総平均法

ただし、以下のものは除く
書籍・ＣＤ類… 売価還元法
自動車、販売用不動産、未成工事支出金… 個別法

貯蔵品……………………………… 最終仕入原価法
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（6）固定資産の減価償却の方法
① リース資産以外の有形固定資産…………………… 定率法

ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）並びに2016年４月１日
以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物及び構築物 ２〜57年
機械装置及び運搬具 ２〜22年

② リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

③ 無形固定資産
ソフトウェア…………………… 社内における見込利用可能期間（５年）に基づく定額法
その他の無形固定資産………… 定額法

④ 長期前払費用…………………… 定額法

（7）引当金の計上基準
① 貸倒引当金……………………… 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ
いては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
上しております。

② 賞与引当金……………………… 従業員に支給する賞与に充てるため、支給見込額を計上
しております。

③ 役員退職慰労引当金…………… 当社の役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基
づく当連結会計年度末要支給額を計上しております。

（8）退職給付に係る会計処理の方法
退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる

方法については、給付算定式基準によっております。
数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（５年）による定額法により按分した額を発生の翌連結会計年度から費用処理してお
ります。
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（9）重要な収益及び費用の計上基準
当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務

の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりで
あります。
① エネルギー

エネルギーにおいては、主に石油・ガス関連商品の販売を行っております。このような商
品の販売については、商品を顧客に引き渡した時点または顧客が検収した時点で収益を認識
しております。
なお、商品の販売のうち、ガスの収益につきましては、検針日以降から決算日までの期間

に生じた収益を見積って会計期間に応じた収益を認識しております。

② ライフスタイル
ライフスタイルにおいては、書籍、自動車、タイヤ及び住宅の販売、複合商業施設の運営

等を行っております。このような商品の販売については、商品を顧客に引き渡した時点また
は顧客が検収した時点で収益を認識しております。

③ フード＆ビバレッジ
フード＆ビバレッジにおいては、ケンタッキーフライドチキン等の販売を行っておりま

す。このような商品の販売については、商品を顧客に引き渡した時点または顧客が検収した
時点で収益を認識しております。

（10）のれんの償却方法及び償却期間
５〜10年間で均等償却しております。

（会計方針の変更）
（法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等の適用）

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日）
等を当連結会計年度の期首から適用しております。なお、当該会計方針の変更による連結計算書
類に与える影響はありません。
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2. 会計上の見積りに関する注記
有形固定資産への減損会計の適用

（1）連結計算書類に計上した金額
有形固定資産 19,246,440千円

（2）会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
当社グループは、有形固定資産についてグルーピングを行っており、それぞれの資産グループ

に関し、収益性の低下により、回収可能価額が帳簿価額を下回る場合には減損損失を計上してお
ります。資産グループの回収可能価額は、正味売却価額と使用価値のいずれか高い価額としてお
り、正味売却価額は、固定資産税評価額等をもとに、また、使用価値は、見積った将来キャッシ
ュ・フローを一定の割引率で割り引くことで算定しております。なお、将来キャッシュ・フロー
の見積り及び割引率についてはそれぞれ一定の仮定を置いておりますが、これらの仮定は、経営
者の最善の見積りと判断により決定しており、将来の不確実な経済条件の変動の結果によって影
響を受ける可能性があります。従って、仮に見直しが必要となった場合には、翌連結会計年度の
連結計算書類において計上する金額に重要な影響を与える可能性があります。

3. 連結貸借対照表に関する注記
（1）担保に供している資産及び担保に係る債務
① 担保に供している資産

建 物 及 び 構 築 物 1,610,063千円
土 地 6,060,856千円
投 資 有 価 証 券 159,041千円

計 7,829,960千円
② 担保に係る債務

支払手形及び買掛金 443,676千円
短 期 借 入 金 1,288,450千円
長 期 借 入 金 7,463,750千円
（１年内返済予定の長期借入金を含む）

計 9,195,876千円
（2）有形固定資産の減価償却累計額 16,313,664千円
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4. 連結損益計算書に関する注記
減損損失
当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上しております。

用途 種類 場所
事業用資産 建物及び構築物

土地
その他

鹿児島県(７件)
宮崎県(３件)
熊本県(５件)
福岡県(１件)

当社グループは、事業用資産は店舗ごとに、賃貸資産及び遊休資産は物件ごとにグルーピングして
おります。ただし、「エネルギー」セグメントのガス部門については、販売エリアごとにグルーピン
グしております。
回収可能価額の著しい下落と収益性の低下により、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少

額を減損損失177,376千円として特別損失に計上しております。
その内訳は、事業用資産177,376千円(建物及び構築物78,983千円、土地52,892千円、その他

45,499千円)であります。
なお、当資産グループの回収可能価額は、正味売却価額と使用価値のいずれか高い価額としており

ます。正味売却価額は、固定資産税評価額等をもとに算定しており、使用価値については、将来キャ
ッシュ・フローを3.5％で割り引いて算定しております。

5. 連結株主資本等変動計算書に関する注記
（1）当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数

普通株式 6,100,503株
（2）配当に関する事項
① 配当金支払額

決 議 株式の種類 配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円) 基準日 効力発生日

2024年６月26日
定時株主総会 普通株式 143,523 25 2024年３月31日 2024年６月27日
2024年11月13日
取締役会 普通株式 143,250 25 2024年９月30日 2024年12月６日

計 286,774

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるも
の

決 議 株式の種類 配当の原資 配当金の
総額(千円)

１株当たり
配当額(円) 基準日 効力発生日

2025年６月20日
定時株主総会 普通株式 利益剰余金 142,883 25 2025年３月31日 2025年６月23日
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6. 金融商品に関する注記
１ 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針

当社グループは、短期的な運転資金や設備投資に必要な資金は主に銀行借入により調達してお
ります。一時的な余資は、仕入先との取引契約に基づく買掛金の前払いによる運用や元本が保証
されリスクを伴わない金融商品等による運用を行っております。なお、デリバティブ取引は行っ
ておりません。

（2）金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券

は、主に業務上の関係を有する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。差入保
証金は、差入先の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、１年以内の支払期日であります。借入金は、短期的な

運転資金や設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、原則５年
以内であります。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されております。

（3）金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社は、販売管理規程に従い、営業債権について、取引先ごとに期日及び残高を管理すると
ともに、与信限度管理を行い財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図ってお
ります。差入保証金については、定期的に差入先の財務状況の把握や残高の確認を行っており
ます。また、連結子会社についても、当社の販売管理規程に準じて、同様の管理を行っており
ます。

② 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
当社は、借入金の金利変動リスクについては、金利動向を随時把握し適切に管理しておりま

す。
投資有価証券については、定期的に時価や財務状況等をそれぞれ把握し、取引先との関係を

勘案して保有状況を継続的に見直しております。
③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

当社は、経理部が適時に資金繰計画を作成することにより管理しております。また、連結子
会社につきましても、当社の経理部が指導を行い適時に資金繰計画を作成し管理しておりま
す。

（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用す

ることにより、当該価額が変動することもあります。
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２ 金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
当連結会計年度（2025年３月31日）

（単位：千円）
連結貸借対照表計上額 時 価 差 額

（1）投資有価証券
その他有価証券 3,351,822 3,351,822 ―

（2）差入保証金 879,816 858,455 △21,360
資産計 4,231,638 4,210,278 △21,360

（1）長期借入金 9,536,500 9,448,520 △87,979
負債計 9,536,500 9,448,520 △87,979

（※1）「現金及び預金」「受取手形」「売掛金」「支払手形及び買掛金」「短期借入金」「未払金」「未払法人税等」
「未払消費税等」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似す
るものであることから、記載を省略しております。

（※2）市場価格のない株式等は、「(1)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照
表計上額は以下のとおりであります。

区分 当連結会計年度（千円）
非上場株式 628,773

３ 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つ

のレベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成され

る当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した
時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の
時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット

がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類して
おります。
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（1）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
当連結会計年度（2025年３月31日）

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券
その他有価証券
株式 3,351,822 ― ― 3,351,822

資産計 3,351,822 ― ― 3,351,822

（2）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
当連結会計年度（2025年３月31日）

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
差入保証金 ― 858,455 ― 858,455

資産計 ― 858,455 ― 858,455
長期借入金 ― 9,448,520 ― 9,448,520

負債計 ― 9,448,520 ― 9,448,520

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その

時価をレベル１の時価に分類しております。

差入保証金
差入保証金の時価は、将来キャッシュ・フローを差入先の信用状態を反映した割引率で契約期間にわ

たり割引計算したものを時価としており、レベル２の時価に分類しております。敷金については、無リ
スクの利子率で契約期間または当該物件に存在する償却資産の残存耐用年数のいずれか長い期間で割引
計算したものを時価としており、レベル２の時価に分類しております。

長期借入金
長期借入金の時価は、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引

いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。なお、上記表には1年内返済予
定の長期借入金を含んでおります。
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7. 賃貸等不動産に関する注記
（1）賃貸等不動産の状況に関する事項

当社では、鹿児島県において、賃貸複合商業施設等を有しております。

（2）賃貸等不動産の時価に関する事項
（単位：千円）

連結貸借対照表計上額 時 価
5,751,244 6,859,936

（注）1. 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
2. 当連結会計年度末の時価は、主に社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づく金額であり
ます。

8. 収益認識に関する注記
１ 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当連結会計年度（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日）

（単位：千円）
報告セグメント

合計
エネルギー ライフ

スタイル
フード＆
ビバレッジ

石油 31,244,856 ― ― 31,244,856
ガス 16,252,608 ― ― 16,252,608
ライフスタイル ― 7,184,845 ― 7,184,845
フード＆ビバレッジ ― ― 7,020,551 7,020,551
その他 48,863 ― ― 48,863

顧客との契約から生じる収益 47,546,327 7,184,845 7,020,551 61,751,724
その他の収益 ― 615,826 ― 615,826
外部顧客への売上高 47,546,327 7,800,672 7,020,551 62,367,551

２ 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は「1. 連結計算書類作成のため

の基本となる重要な事項に関する注記等(9) 重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりで
あります。
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３ 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに
当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる
収益の金額及び時期に関する情報

（1）契約資産及び契約負債の残高等
当社及び連結子会社の契約資産及び契約負債については、残高に重要性が乏しく、重大な変動

も発生していないため、記載を省略しております。また、過去の期間に充足（又は部分的に充
足）した履行義務から、当連結会計年度に認識した収益に重要性はありません。

（2）残存履行義務に配分した取引価格
当社及び連結子会社では、残存履行義務に配分した取引価格については、当初に予想される契

約期間が１年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、記載を省略しておりま
す。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありま
せん。

9. １株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産額 3,447円96銭
１株当たり当期純利益 181円38銭

10. 重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。

（記載金額の表示については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。）
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個 別 注 記 表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
（1）有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式………… 移動平均法による原価法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの… 時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理

し、売却原価は、移動平均法により算定しておりま
す。）

市場価格のない株式等……………… 移動平均法による原価法
（2）棚卸資産の評価基準及び評価方法

評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。
商品及び製品、仕掛品、原材料… 月別総平均法

ただし、以下のものは除く
書籍・ＣＤ類… 売価還元法
自動車、販売用不動産、未成工事支出金… 個別法

貯蔵品……………………………… 最終仕入原価法

（3）固定資産の減価償却の方法
① リース資産以外の有形固定資産…………………… 定率法

ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）並びに2016年４月１日
以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 ２〜50年
構築物 ２〜57年
機械及び装置 ２〜22年

② リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

③ 無形固定資産
ソフトウェア…………………… 社内における見込利用可能期間（５年）に基づく定額法
その他の無形固定資産………… 定額法

④ 長期前払費用…………………… 定額法
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（4）引当金の計上基準
① 貸倒引当金……………………… 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ
いては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
上しております。

② 賞与引当金……………………… 従業員に支給する賞与に充てるため、支給見込額を計上
しております。

③ 退職給付引当金………………… 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における
退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上してお
ります。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業
年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算
定式基準によっております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業
員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）による
定額法により按分した額を発生の翌事業年度から費用処
理しております。
未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結計算
書類における会計処理の方法と異なっております。

④ 役員退職慰労引当金…………… 当社の役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基
づく当事業年度末要支給額を計上しております。

（5）重要な収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該

履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
① エネルギー

エネルギーにおいては、主に石油・ガス関連商品の販売を行っております。このような商
品の販売については、商品を顧客に引き渡した時点または顧客が検収した時点で収益を認識
しております。
なお、商品の販売のうち、ガスの収益につきましては、検針日以降から決算日までの期間

に生じた収益を見積って会計期間に応じた収益を認識しております。

② ライフスタイル
ライフスタイルにおいては、書籍、自動車、タイヤ及び住宅の販売、複合商業施設の運営

等を行っております。このような商品の販売については、商品を顧客に引き渡した時点また
は顧客が検収した時点で収益を認識しております。
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③ フード＆ビバレッジ
フード＆ビバレッジにおいては、ケンタッキーフライドチキン等の販売を行っておりま

す。このような商品の販売については、商品を顧客に引き渡した時点または顧客が検収した
時点で収益を認識しております。

（会計方針の変更）
（法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等の適用）
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日）

等を当事業年度の期首から適用しております。なお、当該会計方針の変更による計算書類に与え
る影響はありません。

2. 会計上の見積りに関する注記
有形固定資産への減損会計の適用

（1）計算書類に計上した金額
有形固定資産 18,582,576千円

（2）会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
連結計算書類 連結注記表（会計上の見積りに関する注記）をご参照ください。

3. 貸借対照表に関する注記
（1）担保に供している資産及び担保に係る債務
① 担保に供している資産

建 物 1,610,063千円
土 地 6,060,856千円
投 資 有 価 証 券 159,041千円

計 7,829,960千円
② 担保に係る債務

買 掛 金 443,676千円
短 期 借 入 金 1,288,450千円
長 期 借 入 金 7,463,750千円
（１年内返済予定の長期借入金を含む）

計 9,195,876千円
（2）有形固定資産の減価償却累計額 16,067,711千円

（3）保証債務
下記の金融機関借入金について保証を行っております。
南九州トーヨータイヤ㈱ 100,000千円
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（4）関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
① 短 期 金 銭 債 権 45,874千円 長 期 金 銭 債 権 230,000千円
② 短 期 金 銭 債 務 2,025,774千円

4. 損益計算書に関する注記
関係会社との取引
① 営 業 取 引 高

売 上 高 450,297千円 仕 入 高 89,034千円
運 搬 費 490,631千円 修 繕 費 34,475千円
そ の 他 189,170千円

② 営業取引以外の取引高
資 産 購 入 高 29,262千円 そ の 他 36,938千円

5. 株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度末における自己株式の種類及び株式数
普通株式 385,169株

6. 税効果会計に関する注記
繰延税金資産の発生の主な原因は、減損損失、役員退職慰労引当金等であり、繰延税金負債の発

生の主な原因は、その他有価証券評価差額金、前払年金費用等であります。（評価性引当額は、
756,183千円であります。）

7. 収益認識に関する注記
連結計算書類 連結注記表（収益認識に関する注記）をご参照ください。
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8. 関連当事者との取引に関する注記
（1）親会社及び法人主要株主等

（単位：千円）

種 類 会社等の名称
議決権等の
所有(被所有)

割合
関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額 科 目 期末残高

その他の
関係会社 三角開発㈱

(被所有)
直接
26.1％

石油・ガス関
連商品の販売
広告の契約
役員の兼任

商品の販売 36,598 売掛金 2,288

広告宣伝費 12,909 ― ―

会員権の償還 145,000 会員権 230,000

（注）１．取引ないし取引条件の決定方針等
営業取引については、一般取引条件と同様に決定しております。

２．三角開発㈱の発行するゴルフ会員権の償還につきましては、額面金額で行っております。
３．三角開発㈱は当社の代表取締役である岡 恒憲及びその近親者で議決権の過半数を所有している会社

であり、「役員及び個人主要株主等」に該当する会社であります。

（2）子会社及び関連会社等
（単位：千円）

種 類 会社等の名称
議決権等の
所有(被所有)

割合
関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額 科 目 期末残高

子会社 ㈱石井商店
(所有)
直接
100％

ガス関連商品
の販売
資金の預り

資金の預り 1,251,982 預り金 1,291,609

利息の支払 12,499 ― ―

（注）１．取引ないし取引条件の決定方針等
取引金利については、市場金利を勘案して合理的に決定しております。

２．資金の預りの取引金額は、期中平均残高であります。
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（3）兄弟会社等
（単位：千円）

種 類 会社等の名称
議決権等の
所有(被所有)

割合
関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額 科 目 期末残高

主要株主
(法人)が
議決権の
過半数を
所有して
いる会社

ＥＮＥＯＳ㈱
（ＥＮＥＯＳホ
ールディングス
㈱の子会社）

― 石油関連商品
の購入

商品の購入 26,467,279 買掛金 323,676

利息の受取 3,290 未収収益 3,290

― ― 差入保証金 355,648
ＥＮＥＯＳグロ
ーブ㈱
（ＥＮＥＯＳホ
ールディングス
㈱の子会社）

― ガス関連商品
の購入 商品の購入 3,973,095 買掛金 421,744

（注）１．取引ないし取引条件の決定方針等
営業取引については、一般取引条件と同様に決定しております。

２．ＥＮＥＯＳ㈱及びＥＮＥＯＳグローブ㈱の買掛金に対して担保を提供しております。

9. １株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産額 3,372円11銭
１株当たり当期純利益 180円09銭

10. 重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。

（記載金額の表示については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。）
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